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１１４４  住住宅宅をを探探ししてていいまますす。。 

 

県営住宅などの公営住宅では、家賃の減額や、一般世帯よりも優先して入居できるように当選の倍率を

上げるなどの優遇措置がとられています。また、自宅を改修する場合には、給付金が支給される場合があ

ります。 

 

事事    業業  内内                          容容  対対象象者者  

○○公公営営住住宅宅  

県営住宅家賃

の減額 

県営住宅に入居されている障害者世帯（単身者を含む。）で、下記の所得月額に

該当する方のうち、生活保護（住宅扶助）受給者でない入居者については、家賃

が減額されます。 

・所得月額  52,001 円～78,000 円 

・減額率   10％  

○上記の減額制度のほか、低所得者に対する減免制度もあります。 

○障害者のい

る世帯 

○戦傷病者の

いる世帯 
＜対象者＞ 

・1～4 級の身体障害者のいる世帯 

・重度・中度の知的障害者又は精神障害者のいる世帯 

・第 1 款症以上の戦傷病者のいる世帯 

＜問い合わせ先＞ 愛知県住宅供給公社 TEL(052)954-1362 

福祉向県営住

宅への入居 

一般世帯よりも優先して入居できるように、福祉向県営住宅入居制度がありま

す。 

○募集期間 年 3 回（第 1 回 3 月～6 月、第 2 回 7 月～10 月、第 3 回 11 月～2

月） 

○募集方法 先着順（なお、抽選募集においても福祉枠により優遇している住宅

もあります。） 

■所得制限があります。 

○障害者のい

る世帯 

○戦傷病者の

いる世帯 ＜対象者＞ 

・1～4 級の身体障害者のいる世帯 

・重度・中度の知的障害者又は精神障害者のいる世帯 

・第 1 款症以上の戦傷病者のいる世帯 

＜問い合わせ先＞ 愛知県住宅供給公社 TEL(052)954-1362 

身体障害者世

帯向け特別設

計県営住宅へ

の入居 

車いす使用の下肢障害者のいる世帯については、車いす使用のために特別設計さ

れた身体障害者世帯向け特別設計県営住宅へ入居できます。 

○募集方法 抽選募集 

○募集時期 5 月、9 月、1 月 

■所得制限があります。 

○身体障害者

のいる世帯 

○戦傷病者の

いる世帯 
＜対象者＞ 

・1～4 級の身体障害者（下肢障害）のいる世帯 

・第 1 款症以上の戦傷病者（下肢障害）のいる世帯 

＜問い合わせ先＞ 愛知県住宅供給公社 TEL(052)954-1362 

単身者向県営

住宅への入居 

空き家のある県営住宅の中から特定の住宅について、抽選により入居者を募集し

ます。 

○募集時期 5 月、9 月、1 月 

■所得制限があります。 

○障害者 

○戦傷病者 

＜対象者＞ 

・1～4 級の身体障害者で、日常生活に支障のない程度に健常である方又は介護が

必要であって常時介護を受けることができる方 

・1～3 級の精神障害者又は精神障害者と同程度の障害のある知的障害者で、日常

生活に支障のない程度に健常である方又は介護が必要であって常時介護を受け

ることができる方 

・特別項症から第６項症までと第 1 款症の戦傷病者で、日常生活に支障のない程

度に健常である方又は介護が必要であって常時介護を受けることができる方               

など 

＜問い合わせ先＞ 愛知県住宅供給公社 TEL(052)954-1362 
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事事    業業  内内                          容容  対対象象者者  

都市再生機構

賃貸住宅の入

居における優

遇措置 

 

近居促進制度 

子育て世帯・高齢者世帯・障がい者世帯（被支援世帯）とその支援世帯が、UR

都市機構が指定する対象団地・対象エリア内で近居する場合、家賃が入居から５

年間、５％割引となる制度です。 

＜割引対象世帯＞ 

割引対象となる UR 賃貸住宅に新たに入居する世帯 

＜割引率・期間＞ 

入居開始可能日から５年を経過した日の属する年度の年度末までの期間、５％

割引。 

※子育て世帯は（収入が基準の範囲内に限る）、割引率が 20％適用となる場合が

あります。20％割引適用の場合、割引期間は入居開始可能日から５年を経過し

た日の属する月の月末までとなります。 

 

※特定住宅（高齢者向け優良賃貸住宅等）のように、対象外の住戸がございま

す。各種割引制度の併用や対象となる団地及び住戸の詳細に関しましては、下

記までお問い合わせください。 

○身体障害者

のいる世帯 

○重度の知的

障害者のいる

世帯 

○子育て世帯 

○高齢者世帯 

○これら世帯

を支援する世

帯 

＜問い合わせ先＞ UR 名古屋営業センター TEL(052)968-3100 

○○自自宅宅  

住宅改修費の

給付 

（日常生活用

具の給付） 

自宅の段差解消など住環境の改善を行う場合、市町村が居宅生活動作補助用具の

購入費及び改修工事費を給付しています。 

○実施については、市区町村役場に確認してください。 
○身体障害者

のいる世帯 
＜対象者＞ 

身体障害者（下肢・体幹機能障害又は乳幼児期非進行性脳病変）のいる世帯 

○市町村により異なる場合があります。 

＜問い合わせ先＞ 市区町村役場 

 

 

１１５５  車車いいすすやや義義手手ななどどがが欲欲ししいいののでですすがが、、補補助助制制度度ははあありりまますすかか？？ 

 

車いすや義手など、障害者の身体機能を補助する福祉用具の中には、給付又は貸与されるものもあ

ります。また、購入に要する費用の一部が補助されるものもあります。 

 

■補装具（器具）とは 

器器        具具        名名  

・義手、義足、装具、座位保持装置 

・車いす、電動車いす、レバー駆動型車いす、簡易型電動車いす、歩行器 

・視覚障害者安全つえ、義眼 

・補聴器 

・重度障害者用意思伝達装置                             など 

・（18 歳未満の方のみ）座位保持いす、起立保持具、排便補助具、頭部保持具 

 

■日常生活用具（生活用具）とは 

用用      具具      名名  

介護・訓練支援用具 特殊寝台、特殊マットなど 

自立生活支援用具 入浴補助用具、聴覚障害者用屋内信号装置など 

在宅療養等支援用具 電気式たん吸引器、視覚障害者用体温計など 

情報・意思疎通支援用具 点字器、人工喉頭など 

排泄管理支援用具 ストーマ装具など 

居宅生活動作補助用具 居住生活動作等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの 

※ 市町村により給付品目は異なります。詳しくは市区町村役場までお問い合わせください。 
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１１４４  住住宅宅をを探探ししてていいまますす。。 

 

県営住宅などの公営住宅では、家賃の減額や、一般世帯よりも優先して入居できるように当選の倍率を

上げるなどの優遇措置がとられています。また、自宅を改修する場合には、給付金が支給される場合があ

ります。 

 

事事    業業  内内                          容容  対対象象者者  

○○公公営営住住宅宅  

県営住宅家賃

の減額 

県営住宅に入居されている障害者世帯（単身者を含む。）で、下記の所得月額に

該当する方のうち、生活保護（住宅扶助）受給者でない入居者については、家賃

が減額されます。 

・所得月額  52,001 円～78,000 円 

・減額率   10％  

○上記の減額制度のほか、低所得者に対する減免制度もあります。 

○障害者のい

る世帯 

○戦傷病者の

いる世帯 
＜対象者＞ 

・1～4 級の身体障害者のいる世帯 

・重度・中度の知的障害者又は精神障害者のいる世帯 

・第 1 款症以上の戦傷病者のいる世帯 

＜問い合わせ先＞ 愛知県住宅供給公社 TEL(052)954-1362 

福祉向県営住

宅への入居 

一般世帯よりも優先して入居できるように、福祉向県営住宅入居制度がありま

す。 

○募集期間 年 3 回（第 1 回 3 月～6 月、第 2 回 7 月～10 月、第 3 回 11 月～2

月） 

○募集方法 先着順（なお、抽選募集においても福祉枠により優遇している住宅

もあります。） 

■所得制限があります。 

○障害者のい

る世帯 

○戦傷病者の

いる世帯 ＜対象者＞ 

・1～4 級の身体障害者のいる世帯 

・重度・中度の知的障害者又は精神障害者のいる世帯 

・第 1 款症以上の戦傷病者のいる世帯 

＜問い合わせ先＞ 愛知県住宅供給公社 TEL(052)954-1362 

身体障害者世

帯向け特別設

計県営住宅へ

の入居 

車いす使用の下肢障害者のいる世帯については、車いす使用のために特別設計さ

れた身体障害者世帯向け特別設計県営住宅へ入居できます。 

○募集方法 抽選募集 

○募集時期 5 月、9 月、1 月 

■所得制限があります。 

○身体障害者

のいる世帯 

○戦傷病者の

いる世帯 
＜対象者＞ 

・1～4 級の身体障害者（下肢障害）のいる世帯 

・第 1 款症以上の戦傷病者（下肢障害）のいる世帯 

＜問い合わせ先＞ 愛知県住宅供給公社 TEL(052)954-1362 

単身者向県営

住宅への入居 

空き家のある県営住宅の中から特定の住宅について、抽選により入居者を募集し

ます。 

○募集時期 5 月、9 月、1 月 

■所得制限があります。 

○障害者 

○戦傷病者 

＜対象者＞ 

・1～4 級の身体障害者で、日常生活に支障のない程度に健常である方又は介護が

必要であって常時介護を受けることができる方 

・1～3 級の精神障害者又は精神障害者と同程度の障害のある知的障害者で、日常

生活に支障のない程度に健常である方又は介護が必要であって常時介護を受け

ることができる方 

・特別項症から第６項症までと第 1 款症の戦傷病者で、日常生活に支障のない程

度に健常である方又は介護が必要であって常時介護を受けることができる方               

など 

＜問い合わせ先＞ 愛知県住宅供給公社 TEL(052)954-1362 
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事事    業業  内内                          容容  対対象象者者  

都市再生機構

賃貸住宅の入

居における優

遇措置 

 

近居促進制度 

子育て世帯・高齢者世帯・障がい者世帯（被支援世帯）とその支援世帯が、UR

都市機構が指定する対象団地・対象エリア内で近居する場合、家賃が入居から５

年間、５％割引となる制度です。 

＜割引対象世帯＞ 

割引対象となる UR 賃貸住宅に新たに入居する世帯 

＜割引率・期間＞ 

入居開始可能日から５年を経過した日の属する年度の年度末までの期間、５％

割引。 

※子育て世帯は（収入が基準の範囲内に限る）、割引率が 20％適用となる場合が

あります。20％割引適用の場合、割引期間は入居開始可能日から５年を経過し

た日の属する月の月末までとなります。 

 

※特定住宅（高齢者向け優良賃貸住宅等）のように、対象外の住戸がございま

す。各種割引制度の併用や対象となる団地及び住戸の詳細に関しましては、下

記までお問い合わせください。 

○身体障害者

のいる世帯 

○重度の知的

障害者のいる

世帯 

○子育て世帯 

○高齢者世帯 

○これら世帯

を支援する世

帯 

＜問い合わせ先＞ UR 名古屋営業センター TEL(052)968-3100 

○○自自宅宅  

住宅改修費の

給付 

（日常生活用

具の給付） 

自宅の段差解消など住環境の改善を行う場合、市町村が居宅生活動作補助用具の

購入費及び改修工事費を給付しています。 

○実施については、市区町村役場に確認してください。 
○身体障害者

のいる世帯 
＜対象者＞ 

身体障害者（下肢・体幹機能障害又は乳幼児期非進行性脳病変）のいる世帯 

○市町村により異なる場合があります。 

＜問い合わせ先＞ 市区町村役場 

 

 

１１５５  車車いいすすやや義義手手ななどどがが欲欲ししいいののでですすがが、、補補助助制制度度ははあありりまますすかか？？ 

 

車いすや義手など、障害者の身体機能を補助する福祉用具の中には、給付又は貸与されるものもあ

ります。また、購入に要する費用の一部が補助されるものもあります。 

 

■補装具（器具）とは 

器器        具具        名名  

・義手、義足、装具、座位保持装置 

・車いす、電動車いす、レバー駆動型車いす、簡易型電動車いす、歩行器 

・視覚障害者安全つえ、義眼 

・補聴器 

・重度障害者用意思伝達装置                             など 

・（18 歳未満の方のみ）座位保持いす、起立保持具、排便補助具、頭部保持具 

 

■日常生活用具（生活用具）とは 

用用      具具      名名  

介護・訓練支援用具 特殊寝台、特殊マットなど 

自立生活支援用具 入浴補助用具、聴覚障害者用屋内信号装置など 

在宅療養等支援用具 電気式たん吸引器、視覚障害者用体温計など 

情報・意思疎通支援用具 点字器、人工喉頭など 

排泄管理支援用具 ストーマ装具など 

居宅生活動作補助用具 居住生活動作等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの 

※ 市町村により給付品目は異なります。詳しくは市区町村役場までお問い合わせください。 
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事事    業業  内内                          容容  対対象象者者  

補装具の交付・

修理 

身体障害者・難病患者及び戦傷病者（概ね第 3 款症以上）に対し、身体機能の

障害を補い、日常生活を容易にするための器具を交付（修理）しています。 

○介護保険制度による支給（貸与）となることがあります。 

○身体障害者、難病患者については、所得に応じて自己負担があります。 
○身体障害者 

○難病患者 

○戦傷病者 
＜問い合わせ先＞ 

 ○障害者･･･市区町村役場、県福祉相談センター（P.81 参照） 

 ○難病患者…市区町村役場 

 ○戦傷病者･･･市区町村役場、県地域福祉課 

日常生活用具の

給付・貸与 

重度障害者等に対し、自力での日常生活を送ることができるよう生活用具を給

付又は貸与しています。 

○介護保険制度による支給（貸与）となることがあります。 

○原則自己負担があります。（市町村により異なります。） 

○障害者 

＜問い合わせ先＞ 市区町村役場 

軽度・中等度難

聴児支援事業 

身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴の児童の言語の習得や

コミュニケーション能力等の向上を促進するため、補聴器の購入や修理にかか

る費用の一部を助成しています。 

○一部の市町村に限ります。 

○軽度・中等度

難聴児 

＜問い合わせ先＞ 市区町村役場 

福祉機器の展示 

障害者や介護者のための便利な福祉機器を展示・紹介するとともに、福祉機器

に関する相談に応じています。 

○展示場所 

・なごや福祉用具プラザ 

  名古屋市昭和区御器所通 3-12-1（御器所ステーションビル 3 階） 

  TEL(052)851-0051 

○展示品 

・コミュニケーション支援機器、自助具、移動支援機器、排泄関連用具、

介護ロボットなど約 1,000 点 

○障害者 

○介護者 

視覚障害者生活

用具の販売あっ

せん 

視覚障害者が視覚障害者用ポータブルレコーダーや盲人用時計等の生活用具を

購入する場合、低廉価格であっせんしています。 

○視覚障害者 ＜問い合わせ先＞ 

 日本点字図書館、日本視覚障害者団体連合、 

 明生会館（点字図書館）、名古屋ライトハウス情報文化センター 

自助具給付事業 

重度の障害のある方の日常生活動作を補助する自助具を給付する市町村もあり

ます。 

○一部の市町村に限ります。 
○障害者 

＜問い合わせ先＞ 市区町村役場 

 

 

 - 42 - 

１１６６  就就労労継継続続支支援援事事業業所所等等でで作作らられれたた製製品品はは、、どどここでで買買ええまますすかか？？ 

 

障害者が働く就労継続支援事業所等では、障害のある方々が心を込めて縫製品、陶器、木工、園芸植

物、クッキー、パン、日用品などの製品を製作しています。記念品や粗品、日常使いとして是非ご利用

ください。ギフト用のラッピングも承っています。（別途箱代等が必要となる場合があります。） 

 

これらの製品は、アンテナショップ「みんなのわ」で常設展示・販売を行っています。また、県内の

さまざまな会場で福祉の店“あいセルプくん”即売会も開催しています。お気軽にお立ち寄りくださ

い。 

 

また、共同受注窓口である愛知県セルプセンターと愛知障害者就労共同受注販売センターでは、県

内の就労継続支援事業所等で作られた製品のカタログ紹介や販売を行っています。就労継続支援事業

所等で行う名刺やパンフレットなどの印刷、クリーニング、清掃などの作業もあっせんしていますの

で、お気軽にお問い合わせください。 

 

■ 就労継続支援事業所等で作られた製品の販売所 

製製品品販販売売店店  場場所所  

アンテナショップ 

「みんなのわ」 

〒462-0810 

名古屋市北区山田 2-11-62 

大曽根住宅 1 棟 1 階  ソーネおおぞね内 

（営業時間 8:00～19:00、火曜定休） 

福祉の店“あいセルプくん” 

即売会 

金山総合駅コンコースで毎月３日間程度（不定日）即売会を開催するほか、県

内の大型店ショッピングセンターなどで出張販売を行います。 

詳しくは、愛知県セルプセンター（下記）にお問い合わせください。 

障害者作品即売会「福祉の店」 

※ 年 1 回開催 

毎年県内の大型ショッピングセンター等で、障害のある方が製作した作品の販

売会を開催しています。 

詳しくは、県障害福祉課又は愛知県セルプセンター（下記）へお問い合わせく

ださい。 

 

■ 共同受注窓口 

法法人人名名  住住所所  電電話話番番号号  ＦＦＡＡＸＸ番番号号  

一般社団法人 

愛知県セルプセンター 

〒454-0826 

 名古屋市中川区小本本町 1-71 
052-304-7890 052-304-7813 

一般社団法人 

愛知障害者就労共同受注販売セン

ター（「みんなのわ」） 

〒462-0810 

名古屋市北区山田 2-11-62 

大曽根住宅 1 棟 1 階 

ソーネおおぞね内 

052-910-1001 052-910-0018 
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